
 

 

広情個審第１６号 

平成２６年６月２５日 

 

 広島市教育委員会 様  

 

 

広島市情報公開・個人情報保護審査会 

会長 大久保 隆志 

 

 

   公文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について（答申） 

 

 平成２４年１２月１０日付け広市教学健第１００５６号で諮問のあったこのことに

ついては、別添のとおり答申します。 

 （諮問第６１号関係）
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別添（諮問第６１号関係）                  

 

答   申   書 

 

  平成２４年１２月１０日付け広市教学健第１００５６号で諮問のあった事案（諮問第６

１号で受理）について、次のとおり答申します。 

 

第１  審査会の結論 

 

「２０１２年７月２７日ラジオ体操時の○○小学校グランド内の事件についての調査

報告、メモ等資料一切（以下「本件対象公文書」という。）」の公文書開示請求（以下「本

件開示請求」という。）に対し、広島市教育委員会（以下「実施機関」という。）が不開

示とした決定は、妥当です。 

 

第２  異議申立ての趣旨 

 

平成２４年１１月１６日付け異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）の趣旨は、

異議申立人（以下「申立人」という。）が同年１０月１９日付けで行った本件開示請求に

対し、実施機関が同年１１月１５日付け広市教学健第１００４５号で行った公文書不開

示決定（以下「本件不開示決定」という。）を取り消し、本件対象公文書を開示するよう

求めているものです。 

 

第３  申立人の主張の要旨 

 

申立人の異議申立書及び意見書での主張を要約すると、おおむね次のとおりです。 

 １ 実施機関は、本件対象公文書の不開示理由として、広島市情報公開条例（平成１３

年広島市条例第６号。以下「条例」という。）第７条第１号の個人情報及び同条第３号

の市の事務支障情報に該当するとしているが、聴取内容・報告内容すべてが該当する

とは思えず、不適切な部分を不開示とし、問題ないものは開示するべきである。 

 ２ 本件は、そもそも実施機関の○○○○○○○○○が申立人に対して報告することを

約束して聴取を行ったはずであり、どういうわけで不開示決定されたのか。 

３ また、申立人は、別途保有個人情報開示請求を行い、本件対象公文書の部分開示決

定を受けたが、部分開示された聴取内容は主観的で偏見に満ちていた。 

さらに、実施機関の職員が申立人に保有個人情報開示請求を勧めたのは、本件異議

申立てを無効としようとした卑劣なものであった。 
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第４  実施機関の主張の要旨 

 

    実施機関の説明書等での主張を要約すると、おおむね次のとおりです。 

１ 本件対象公文書は、申立人及び関係者からの聴取内容が記録されており、これらの

情報は、次のとおり条例第７条第１号の個人情報及び同条第３号の市の事務支障情報

に該当すると判断したものであり、不開示情報を除けば、その他有意な情報もないた

め、本件不開示決定したものである。 

  ① 条例第７条第１号に基づく判断 

    申立人及び関係者の氏名及び聴取内容は、特定の個人を識別することができるも

の又は公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあることから、

条例第７条第１号の個人情報に該当すると判断した。 

  ② 条例第７条第３号に基づく判断 

    申立人及び関係者の聴取内容の情報は、実施機関が行う学校安全に関する事務の

内部協議の情報であり、公にすることにより被聴取者と実施機関との信頼関係が損

なわれるなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例

第７条第３号に該当すると判断した。 

２ 申立人から、平成２４年１１月２１日付けで本件対象公文書について保有個人情報

開示請求が行われ、同年１２月３日付けで部分開示決定及び不開示決定がなされた。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 

当審査会としては、必要な調査を行い、条例に則して検討した結果、以下のとおり判

断します。 

１ まず、当審査会が本件対象公文書を見分したところ、実施機関の健康教育課学校安

全対策担当の事務記録２枚が対象であり、それには、申立人及び関係者の氏名及び聴

取内容並びに対応方針が記録されていることが認められます。 

２ そもそも、条例第５条に基づく公文書の開示請求は、市政に関する情報を市民に説

明すること等を目的としているため、何人に対しても等しく開示請求権を認めるもの

であり、開示請求者が何人であるか、どのような目的で開示請求をしているかといっ

た個別的事情により、開示・不開示の判断や開示内容が異なるものではありません。 

   このため、開示請求者が本件対象公文書に記録されている聴取内容の当事者である

かどうかについて、本件不開示決定の際考慮されるものではありません。 

   このことから、本件対象公文書に記載されている個人の氏名や聴取内容は、たとえ

申立人本人のものであっても、条例第７条第１号本文に規定されている個人に関する

情報であって特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別すること
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はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

に該当すると考えられ、また、公にすることが認められる同号ただし書きに該当する

ような特段の事情は見当たりません。 

 ３ 一方、広島市個人情報保護条例（平成１６年広島市条例第４号）第９条に基づく保

有個人情報の開示請求は、個人の権利利益を保護するなどのために、自己に関する保

有個人情報の開示請求権を認めるものですから、保有個人情報開示請求においては、

同じ対象公文書であっても、申立人本人の情報は一定の範囲で開示されることになり

ます。 

 ４ また、聴取内容や対応方針は、実施機関が行う学校安全に関する具体的な事案対応

に関する情報であって、公にすることにより今後の当該事案解決に向けて事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めることができるため、実施機関が条例第７

条第３号の不開示情報に該当すると判断したことは妥当であると考えられます。 

 ５ 上記の不開示情報を除けば、開示できる情報は事務記録の様式だけであり、本件開

示請求に沿った有意な情報とは言えません。 

６ これらのことから、実施機関が、本件対象公文書を条例第７条第１号及び同条第３

号の不開示情報に該当するとして、本件不開示決定したことに違法又は不当な点はな

いと判断するものです。 

 

 

以上により、「第１ 審査会の結論」のとおり判断するものです。 
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別紙１ 

審査会の処理経過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

 ２４．１２．１０  広市教学健第１００５６号の諮問を受理（諮問第６１号で受理） 

 

 ２６． １．２８ 

 （第１回審査会） 

審議 

 ２６． ３．１８ 

 （第２回審査会） 

審議 

２６． ４．２５ 

 （第３回審査会） 

審議 

 ２６． ６．１３ 

 （第４回審査会） 

審議 
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  広島市情報公開・個人情報保護審査会第１部会委員名簿  
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広島大学大学院法務研究科長 

大 橋 弘 美 弁護士 
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